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「
農
業
委
員
会
だ
よ
り
」と「
農
業
共
済
だ
よ
り
」は

共
同
印
刷
に
よ
り
同
一
発
行
と
し
て
い
ま
す

12

8

本紙掲載の写真・イメージフォト・イラストは許諾を得て掲載しており、無断転載を禁じます。

◇
今
年
は
大
変
な
猛
暑
で
し
た
。農
業

従
事
者
の
方
々
に
は
、
さ
ぞ
ご
苦
労
を

さ
れ
た
と
思
い
ま
す
。

◇
７
月
か
ら
８
月
に
か
け
て
、
農
業
委

員
・
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
が

11
班
体
制
で
農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
を
実
施

し
ま
し
た
。昨
年
度
の
意
向
調
査
の
実

施
状
況
、
非
農
地
判
断
に
向
け
た
確
認
、

遊
休
農
地
の
状
況
な
ど
を
調
査
し
ま
し

た
。パ
ト
ロ
ー
ル
の
実
施
結
果
を
も
と

に
、
委
員
が
情
報
を
共
有
し
今
後
に
向

け
て
の
課
題
を
検
討
し
ま
し
た
。減
る

こ
と
の
な
い
遊
休
農
地
、
担
い
手
不
足

等
問
題
は
山
積
し
て
い
ま
す
。

◇
こ
れ
か
ら
も
、
農
業
委
員
・
農
地
利

用
最
適
化
推
進
委
員
が
よ
り
研
鑽
を

積
み
、
問
題
の
解
決
に
努
め
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

◇
コ
ウ
ノ
ト
リ
舞
う
素
晴
ら
し
い
自
然

の
中
で
、よ
り
農
業
が
発
展
、充
実
す
る

こ
と
を
願
っ
て…

。

（
編
集
委
員
長　

宮
口 

豊
隆
）

農業委員会だより第41号は私たちが担当しました。
後列左から　上坂光広、蜂須賀久人、石橋重利
前列左から　村田憲夫、宮口豊隆、加悦富美恵

◇
今
年

従
事
者 編編は
大
変

の
方
々

編編
集集

猛
暑、

変
な
猛

に
は
、

集集集
後後

業
労
を

し
た
。農

ご
苦
労

暑
で
し

さ
ぞ
ご

後後後
記記

全国農業新聞を購読してみませんか！

農業の最新情報を提供

週刊（毎週金曜日発行）

＊お申し込みは
　農業委員会
　事務局へ

（送料、消費税込）
月 700円

表紙について 但馬牛
　耕作者が健康上の都合や遠隔地に転居して長い間、遊休農
地になっていたところに、放牧して２０年近くになります。
　当初は獣の住み家になっていましたが、牛を放牧すること
で、数年は獣が近づかなくなった様でしたが、今では以前と
変わりません。
　放牧前に鹿がおいしい草を食べて、牛はススキなどの硬い
残り物しか食べるものがなくなってしまいました。また秋に
なると放牧地内の柿の木に熊が登ったあとなどがあり、共生
をしながら過ごしていることもわかりました。牛の飼育農家にとっては糞尿の処理、餌やり等の手
間の省力化になっている反面、牛にしたら台風などの大雨、大風に耐え、猪・鹿・熊におびえてい
る毎日を過ごしていることを思えば心が痛みます。
　人は農地の遊休化を防ぐために「放牧をしたらええ」と言うのをよく耳にします。そんな農地
は、集落の外周りで放牧するには多くの問題点があります。
　第１に飲み水です。一番大切な水が近くにないんです。水路は壊れて使い物になりません。遠く
からホースで水を引いてきます。台風の後などは、流れてしまっていることもあり大変です。
　また全く水のないところでは、ポリタンクで運んで行ったり、下の方に川があればそこまで電柵
を伸ばしてみたりと四苦八苦をしています。
　第２は草です。鹿に食べられてしまって、牛の食べ物がなくなった状態では放牧できません。最

近の数年間は、荒れた農地に牧草の種を撒いています。直径
１ｍ以上になったススキの株などをトラクターで起こし（起
こしきれないものがほとんど）なんとかして牧草を育ててい
ます。電柵も３～４本の電線を張って完璧にしないといけま
せん。放牧も簡単な作業とは言えなくなりました。放牧が農
地を守っているかどうかわかりませんが、牛飼いを続けてい
る限り、放牧も続けていきたいと思っています。
　放牧についてご理解・ご協力よろしくお願いします。

（農業委員　加悦 富美恵）

農地法の許可申請
毎月１日から５日（休業日の場合は翌日）の間に申請書
類を受け付けております。（郵送は不可、窓口での提出）
平成31年１月は４日（金）、７日（月）
２月は１日（金）、４日（月）、５日（火）
３月は１日（金）、４日（月）、５日（火）です。
農地法第３条…農地を耕作目的で権利移動（売買、貸借等）
農地法第４条…農地を農地以外へ転用（権利移動伴わない）
農地法第５条…農地を農地以外へ転用（権利移動伴う）
その他、農地改良届等　　相談は随時受け付けております。


